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第６回 歯科口腔保健の推進に係る

歯周病対策ワーキンググループ

歯周病検診マニュアルの見直しについて
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• 前回までの議論の状況

• 歯周病検診マニュアルの見直しについて
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前回までの議論の状況

(主な論点)

• 歯周病の特性や歯周病罹患の現状を踏まえ、歯科健診（検診）や歯科保健指導の機会を増やすことについて、どの

ように考えるか。

• 歯科健診（検診）のデータを用いた地域分析、地域間比較等が可能となるよう、歯科健診（検診）の質問項目や口

腔内診査項目等の標準化や効果的な実施方法の周知（マニュアル策定等を含む。）について、どのように考えるか。

（論点に対する主なご意見）

• 健診の対象となっていない若い方や働き盛り層の歯や口腔の健康をどのように進めるかが大事である。

• 10歳刻みの歯周疾患検診というのは、もう少し何とかすべきである。

• 県は、市町を指導したりデータをとりまとめる立場にあるが、乳幼児では、市町別のデータ等がそろっており、比

較可能なため母子保健は取り組みやすいが、成人では市町によってデータが少なく、またデータの取り方が違って

おり、比較ができない。

• 糖尿病等の重症化予防に、歯周病予防が非常に関連しているということもあり、それぞれの地域の中で、歯科の先

生方と内科の先生方の医科歯科連携を進めていく必要があるのではないか。

• できる限り余り時間を取られずに、余り参加者の負担を掛けずに、なおかつ、センシティビティのある健診をする

というのが、事業所では大事である。

• 企業では質問票や唾液検査のような簡便な方法で歯周病の評価を行うことが必要ではないか。

第１回WG：歯周病罹患の現状と対策について（R3 . 5 . 1 4）

第２回WG：歯科健診のあり方について（R3 . 8 . 2 7）
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前回までの議論の状況

(主な論点)

• 若年層や多忙な就労世代など歯周病に対する関心が低い者に効率的にアプローチできるようにするため、歯科医療

機関を受診していない者を自治体が把握できるようにするためにはどのような方法が考えられるか。

• 定期的な歯科受診や歯科健診（検診）の受診率が低い層の歯周病対策を推進するためには、職域を含め具体的にど

のような方法が考えられるか。

※その他、歯科口腔保健の推進に関する基本的事項の評価について議論

（論点に対する主なご意見）

• 若い世代は歯周病への関心が低く自分事と捉えていないため、若い世代に効果的な媒体を活用する等、学齢期から

の学校教育を含む歯周病の啓発や情報発信が重要である。

• 企業では食や運動等の取組に比して歯の健康への取組は乏しく、歯科健診の重要性に係る啓発や歯科健診実施に向

けて歯科医師会との連携が重要である。

• 歯科専門職による精密検査に近い従来型の歯科健診ではなく、気づきの機会を持ってもらうためのスピーディーで

簡便な検査が有効になってくるのではないか。

• 適切な歯科健診の環境整備という観点から、歯科健診車を活用することも有効ではないか。

第３回WG：自治体における歯周病対策等について（R3 . 1 1 . 1 9）
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前回までの議論の状況

(WGにおけるマニュアル見直しに係る議論の経緯)

• 健康増進法に基づく歯周疾患検診だけではなく、その他の歯科健診にも活用できる「歯科健康診査票」を作成するため、厚

生労働省事業（歯科健康診査推進事業）で作成された「歯科健康診査票（案）」をたたき台とし、次の観点で議論を行った。

➢ 問診項目については、効果的な歯科保健指導につながるよう、口腔の状況だけではなく、生活状況や疾患の状況も含

め、一定程度把握できるよう充実する。

➢ 口腔内診査項目については、口腔内全体を評価することで、歯科疾患の早期発見、重症化予防に資するよう、歯周病

だけではなく、う蝕の状況の記録方法等についても検討する。

➢ 問診項目、口腔内診査項目の検討にあたっては、PHRの閲覧情報についてもあわせて検討する。その際に、入力者の

負担についても考慮しつつ、受診者本人が口腔内の情報を把握できるようにするとともに、自治体等が結果の分析に

活用することも想定して検討する。

• 「歯周病検診マニュアルの見直しの方向性（案）」をお示しし、これまでの議論を踏まえ、新たな歯周病検診マニュアルに

盛り込むべき内容について議論を行った。

第４回WG：歯周病検診マニュアルの見直しについて（ 1）（R4 . 3 . 2 8）

第５回WG：歯周病検診マニュアルの見直しについて（ 2）（R4 . 7 . 1 5）

○第５回WGでとりまとめた歯科健康診査票（参考資料１）について、R5.3.28自治体に通知
○歯科健康診査票の見直しを踏まえた、健康管理システム標準仕様書【第1.1版】をR5.3.31発出

本日のWGで検討いただきたい事項：新たな歯周病検診マニュアルの具体的な内容について



R 3年度
( 2 0 2 1 )

R４年度
( 2 0 2 2 )

R５年度
( 2 0 2 3 )

R 6年度
( 2 0 2 4 )

R 7年度
( 2 0 2 5 )

R 8年度
( 2 0 2 6 )

歯周病検診マニュアル

歯周疾患検診に係るシステム
（自治体システム標準化）

自治体

（歯周病検診マニュアル2015）
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歯周病検診マニュアルの改訂に関連するスケジュール（イメージ）

3/31標準仕様
書1.1版公表

新歯科健康診査票の検討

事業でのマニュアル案作成と
本WGにおける検討

新マニュアル周知期間
（新マニュアルにおける利用可能な内容は活用可）

新マニュアル

移行支援期間

マイナポータルで閲覧可能：「歯周病検診マニュアル2015」検診票に基づく情報
新健診票に基づく
情報

健康管理システムの標準仕様書対応に伴うシステム改修

「歯周病検診マニュアル2015」に基づく検診実施
（新マニュアルにおける利用可能な内容は活用可）

新マニュアルに
基づく検診実施

3/28新健
診票周知



• 前回までの議論の状況

• 歯周病検診マニュアルの見直しについて



○ 本マニュアルの主な対象者は、健康増進法に基づく歯周疾患検診（自治体における歯科健診）の計画、

準備及び実施に関わる自治体職員であることを前提とし、以下の観点で見直しを行うこととしてはどうか。

① 自治体等が受診勧奨や歯科保健指導、普及啓発に活用できるよう、 口腔の健康と全身の健康を含め、

学術情報を更新し、受診勧奨や歯科保健指導に効果的に取り入れられるようにする。

② 歯科専門職以外の職員が検診等を担当することも考慮し、検診等における役割に応じて必要な情報を

参照できるように整理する。

③ 集団方式と個別方式の特徴や注意点について、感染対策も含め、記載する。

④ 検診等の受診率向上のため、具体的な方法（検診等の案内の作成時における留意点、ナッジ理論を

使った効果的な案内例等）について記載する。

⑤ 他の地域で参考になるような、検診等・歯科保健指導等の好事例と考えられる取組について記載する。

⑥ 結果のばらつきを改善するために必要な検診等の準備やキャリブレーション、口腔内診査のポイント、

環境整備等について、より具体的な内容を記載する。

⑦ PHRもふまえた結果の電子化やデータ管理の重要性、また結果の分析による地域診断、歯科保健施策

への活用等について記載する。

⑧ 検診等の具体的な実施方法や診断方法について、歯周病専門医以外の歯科医師も理解しやすいよう記

載を工夫する。

⑨ 本人自身による口腔の健康の気づきや歯科医療機関への受診につながるような、また、歯科専門職以

外の者も実施可能な口腔内診査以外の方法についても、自治体等の参考となるよう、記載する。
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歯周病検診マニュアルの見直しの方向性
令和４年３月24日

資料

（改）
第４回 歯科口腔保健の推進に係る

歯周病対策ワーキンググループ

見直しの方向性



Ⅰ はじめに
1.歯周病検診の意義
2.歯周病について
3.歯周病検診の根拠となる法令と対象
4.本マニュアルの対象者
Ⅱ 検診の実施方法
1.検診実施の流れと各関係者の役割
2.市区町村の歯科保健担当者のための手順
（１）検診実施前の事前計画・準備（検診実施の体制の選定）
（２）受診対象者に向けた検診の案内
（３）検診準備における留意事項：検診の精度向上のための準備
（４）検診準備における留意事項：感染症予防対策
（５）検診実施
（６）結果の説明と指導の場の設定
（７）記録の整備等
3.歯周病検診を実施する歯科専門職のための手順
（１）問診
（２）口腔内検査
（３）検診結果の判定
（４）検査結果の説明及び歯科医療機関への受診勧奨
（５）判定に基づく指標
（６）市区町村への連絡
４.企業や保険者等における歯科保健の推進
Ⅲ 関連通知等
Ⅳ 参考文献

【歯周病検診マニュアル（改訂案）】目次

※赤字は改定案として変更または追加した目次項目

Ⅰ 緒論
1.歯周病検診の意義
2.歯周病について

Ⅱ 検診の実施方法
1.対象者
2.実施方法
3.検診項目
（１）問診
（２）口腔内検査
（３）検診結果の判定
4.結果の通知・説明と結果に基づく指導
（１）説明・指導の場の設定
（２）検査結果の説明
（３）判定に基づく指標
（４）市町村への連絡
５.記録の整備等
（１）検診記録の整備目的
（２）結果の分析と評価

Ⅲ 関連通知
「参考資料」

【歯周病検診マニュアル2015】目次

（参考）

9

歯周病検診マニュアル（改訂版）の目次（案）



10

歯周病検診マニュアルの見直しについて①

視点：自治体等が受診勧奨や歯科保健指導、普及啓発に活用できるよう、 口腔の健康と全身の健康を含め、

学術情報を更新し、受診勧奨や歯科保健指導に効果的に取り入れられるようにする ＜資料２：P5＞

⚫ WHOの研究（※１）によると、糖尿病やアルツハイマー型認知症、脳卒中等とともに口腔疾患（う蝕、歯周病、歯の喪失等）が

高齢者の健康寿命を喪失させる10大原因の一つと報告されています。また、近年の国内の研究（※２）では、歯数の減少した

高齢者において、１日２回以上の歯磨きによって1.6～1.9年、義歯の使用によって3.0～3.1年健康寿命が延伸することなどが

報告されています。

（３） 歯周病と関連する全身疾患について

２ 歯周病について

（２） 口腔疾患と健康寿命について

⚫ 歯周病は全身疾患（糖尿病、関節リウマチ、脳梗塞（脳卒中）、動脈硬化に伴う狭心症・心筋梗塞等）、呼吸器疾患 、生活

習慣（喫煙等） 、妊娠や内臓脂肪型肥満との関連が報告されていることから、全身の状態や生活習慣についても聴取し、

検診後の歯科口腔保健指導につなげる必要があります。

（※２）Maya Yamato, Sanae Matsuyama, Yoshitaka Murakami, Jun Aida, Yukai Lu, Yumi Sugawara & Ichiro Tsuji Association between the number of remaining teeth and 
disability-free life expectancy, and the impact of oral self-care in older Japanese adults: a prospective cohort study. BMC Geriatrics 2022

（※１）Global, regional, and national burden of diseases and injuries for adults 70 years and older: systematic analysis for the Global Burden of Disease 2019 Study.

Ⅰ はじめに
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歯周病検診マニュアルの見直しについて①

視点：自治体等が受診勧奨や歯科保健指導、普及啓発に活用できるよう、 口腔の健康と全身の健康を含め、

学術情報を更新し、受診勧奨や歯科保健指導に効果的に取り入れられるようにする ＜資料２：P6＞

全身疾患、

生活習慣等

歯周病との関係性

糖尿病  糖尿病による免疫系機能や末梢血管循環の障害のため、糖尿病患者は、歯周病が悪化しやすいです。また、逆に

進行・重症化した歯周病では、糖尿病のコントロールが難しくなったり、歯周病を治療するとコントロールが改善す

ることがあったりする等、歯周病と糖尿病が双方向性に関係している可能性も示唆されています。

関節リウマチ  関節リウマチと歯周病の病因・病態に関わる因子で、共通しているものが多くあり、関節リウマチとの関係性が示

唆されています。

脳梗塞（脳卒中）  P. gingivalisの血中抗体価が高値であると、 心原性脳梗塞の原因となる心房細動の既往のリスクが高まること

や、歯数が少ないと身体活動量も低く、脳卒中になりやすいことが報告されています。（※１）

狭心症・心筋梗塞・動脈硬化症  歯周病原細菌と産生物による血管の傷害と炎症歯周組織で産生された炎症性サイトカインが動脈硬化に関係し

ている可能性が示唆されています。

呼吸器疾患  口腔疾患（う蝕、歯周病、歯の喪失等）と誤嚥性肺炎や喘息、COPDとの関連の他、専門家による口腔健康管理

が施設入所高齢者の肺炎関連死亡に対して予防的な役割を果たすことが示唆されています。（※２）

妊娠  妊娠中期の歯周治療は安全であり、歯周組織の健康回復に有効です。早産等に対する予防効果は明らかではあ

りませんが（※３）、歯周病は早産・低出生体重児のリスクファクターとなりうる可能性が示唆されています。

喫煙  口腔がんの危険因子になるだけではなく、歯周組織の修復機能の阻害や、細菌の病原性を高めて歯周病の悪化

等につながると報告されています。

内臓脂肪型肥満  内臓脂肪型肥満等による脂肪組織からの生理活性物質の産生異常が、歯周病の誘因となる可能性が示唆され

ています。

※１ 令和4年度厚生労働科学研究「成人期における口腔の健康と全身の健康の関係性の解明のための研究」
※２ 令和元年度厚生労働科学研究「口腔の健康と全身の健康の関連の文献レビューと因果推論手法の提案」
※３ 日本歯周病学会「歯周病と全身の健康（2015）」

（※下線部追記）
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歯周病検診マニュアルの見直しについて②

視点：歯科専門職以外の職員が検診等を担当することも考慮し、検診等における役割に応じて必要な情報を

参照できるように整理 ＜資料２：P9,10＞

① 市区町村の歯科保健担当

者のための手順（実施主体

の職員向け）

② 実際に歯周病検診を行う歯科専

門職のための手順（実際に検診

を行う歯科専門職向け）

③ 民間企業や保険者等における

歯科保健の推進（民間企業・保

険者の保健担当者の方向け）

事前準備 歯周病検診実施

前の事前計画

 歯周病検診実施前の事前

計画・準備（歯周病検診実

施の体制の選定）

 歯周病検診準備における留

意事項：検診結果の精度向

上のための準備

 歯周病検診等の支援等

住民に向けた歯

周病検診の案内

 受診対象者に向けた歯周

病検診の案内

１ 歯周病検診実施の流れと各関係者の役割

歯周病検診実施の流れは以下のとおりです。それぞれの主体別の内容を記載しておりますので、該当する内容をご参照ください（※電子ファイル
でご参照の場合、参照したい箇所の以下の文字をクリックすることで当該ページに直接移動することができます。）。

Ⅱ 歯周病検診の実施方法
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歯周病検診マニュアルの見直しについて②

視点：歯科専門職以外の職員が検診等を担当することも考慮し、検診等における役割に応じて必要な情報を

参照できるように整理 ＜資料２： P9,10 ＞

① 市区町村の歯科保健担当者のた

めの手順（実施主体の職員向け）

② 実際に歯周病検診を行う歯科専門

職のための手順（実際に検診を行

う歯科専門職向け）

③ 民間企業や保険者等における歯

科保健の推進（民間企業・保険者

の保健担当者の方向け）

歯周病検診実

施

問診  歯周病検診実施 ◆ 歯周病検診を実施する歯科専門職

の方に参考にして頂きたい内容とし

て、（１）問診、（２）口腔内検査、

（３）歯周病検診結果の判定の順

で実施上のポイントや留意事項を

説明します。

 問診

口腔内検査

の実施

 口腔内検査

 検診結果の判定

歯科口腔保

健指導

 歯周病検診結果の説明と歯科口腔

保健指導の場の設定

 検診結果の説明、歯科口腔保健指

導及び歯科医療機関への受診勧

奨

歯周病検診後 記録の整備  記録の整備等  判定に基づく指標

 市区町村への連絡

結果の分析  結果の分析と評価
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歯周病検診マニュアルの見直しについて③

視点：集団方式と個別方式の特徴や注意点について、感染対策も含め記載 ＜資料２：P11＞

２ 市区町村の歯科保健担当者のための手順

（１） 歯周病検診実施前の事前計画・準備（歯周病検診実施の体制の選定）

実施にあたっては、地域の状況等を踏まえ歯周病検診の実施体制を選定します。

⚫ 特定の会場において集団で検診を行う方式（集団検診）

• 特定健康診査（以下、特定健診）と同時に実施する等、受診対象者が受診しやすい方法を検討することで受診率

の向上につながる等のメリットがあります。

⚫ 指定歯科医療機関において個別で検診を行う方式（個別検診）

• 各歯科医療機関が共通認識をもって目的に沿った歯周病検診を行えるように、事前に歯周病検診の意義や、歯

周病検診及び検診結果に基づく歯科口腔保健指導の実施方法・フォローの仕方等について連携する歯科医療機

関と十分な研修や打ち合わせを行った上で実施することが望まれます。

• 個別検診は、受診者にとって都合のよい場所、時間帯等を選択して検診を受けることができるというメリットがあり

ます。
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歯周病検診マニュアルの見直しについて③

視点：集団方式と個別方式の特徴や注意点について、感染対策も含め記載 ＜資料２：P26＞

２ 市区町村の歯科保健担当者のための手順

（４） 歯周病検診準備における留意事項：新型コロナウイルス感染症等の感染予防対策

⚫ 歯周病検診の実施にあたっては、集団検診または個別検診に関わらず感染予防対策の徹底が重要です。感染予防対

策の具体的な内容については、公益社団法人日本歯科医師会より公表された「新たな感染症を踏まえた歯科診療の

指針」等を参照してください(20)。

⚫ 個別検診の場合は、地域の歯科医師会や委託先の歯科医療機関と協議した上で、マスク、フェイスシールド、ゴーグル

または手袋の着用や、使用する器具はディスポーザブル製品とするなど、歯科医療機関間の感染予防対策にばらつき

が生じないよう実施状況を確認しておくことが望ましいです。

⚫ 一方で、集団検診を行う場合は、検診会場設営や準備等の段階から感染予防対策を行う必要があります。ここでは集

団検診会場での感染予防対策の留意事項について説明します。
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歯周病検診マニュアルの見直しについて③

視点：集団方式と個別方式の特徴や注意点について、感染対策も含め記載 ＜資料２：P27＞

２ 市区町村の歯科保健担当者のための手順

（４） 歯周病検診準備における留意事項：新型コロナウイルス感染症等の感染予防対策

• 検診会場・検診室の換気を十分行う

• 検査室内の空間を十分確保し一度に多くの受診者を検診室に入れない

• 玄関入口等への手指消毒剤の設置

• 受診者が滞留・混雑しない動線とし密集を回避する

• 問診等が事前配布される場合は自宅等で記載を済ませて検診が効率的に行えるよう徹底する

• 検診当日の受診者の体調・体温チェックを徹底する

• マスク着用を徹底する

• 手指消毒を徹底する

• 検診当日の歯科専門職等の体調・体温チェックを徹底する

• 必要な場合を除き、口腔内を手指で触らない検査方法を心掛ける

• マスク、グローブ、ゴーグルまたはフェイスシールドの着用を徹底する

※記録者についてもマスク・フェイスシールドを着用することが望ましい

• 歯科用ミラー等の検査器具はディスポーザブルを使用し、その他の器具は消毒を徹底する

• 長時間の対面を避け、効率良い検診を行う

• グローブ装着前後の手指消毒を徹底する

検診会場の留意事項

受診者への留意事項

検診を実施する歯科専門職の留意事項
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歯周病検診マニュアルの見直しについて④

視点：検診等の受診率向上のため、具体的な方法（検診等の案内の作成時における留意点、ナッジ理論を

使った効果的な案内例等）について記載 ＜資料２：P11,12＞

２ 市区町村の歯科保健担当者のための手順

（２） 受診対象者に向けた歯周病検診の案内

１）歯周病検診案内の工夫の例

⚫ 受診対象者に対して歯周病検診実施の事前周知を行う際には、歯周病に関して

知識、リスク、解決方法について簡潔にまとめ、さらに受診行動につながるように

「シンプルなアクション」を提案することで受診率の向上を促す工夫が必要です。

（※案内の例は☞図表 II-１をご参照ください）。

⚫ 具体的には、地域の特徴等も踏まえ、受診しない要因に応じた案内を行うとともに、

（図表 II-3）歯周病に関する正しい知識と将来的なリスクを認識してもらい、いく

つかの解決方法の中から歯周病検診を受ける選択につながるような内容を検討

しましょう。

⚫ また、情報はシンプルなものでなければ伝わらないことに留意し、案内はがき等の

情報伝達媒体を作成しましょう。行動科学に基づくナッジ理論の活用等も有効です。

⚫ 案内の工夫のポイント 例

• 簡単な表現

• 多すぎない情報量

• 読むのに手間がかからない

• 魅力的な内容

• 多数派の行動を強調

• すぐに行動に移せる具体的な

内容を記載

• コストが低いことを強調
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歯周病検診マニュアルの見直しについて④

視点：検診等の受診率向上のため、具体的な方法（検診等の案内の作成時における留意点、ナッジ理論を

使った効果的な案内例等）について記載 ＜資料２：P13＞

図表 II-1 受診対象者への案内はがきの例
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歯周病検診マニュアルの見直しについて④

視点：検診等の受診率向上のため、具体的な方法（検診等の案内の作成時における留意点、ナッジ理論を

使った効果的な案内例等）について記載 ＜資料２：P14,15＞

図表 II-2 歯周病検診受診までのプロセスとボトルネックとなり得る要因 図表 II-3 受診率低迷の主なボトルネックと具体的なアプローチ案

（２） 受診対象者に向けた歯周病検診の案内

２）歯周病検診を受診しない要因の分析例

⚫ 歯周病検診の受診対象者が本検診を受診しない理由（ボトルネック）を分析し、そのボトルネックの解消につながるような案内を

行うことで、受診対象者の認知度や受診意欲を向上させることができます。

⚫ なお、歯周病検診を受診しない要因は、主に環境要因と個人要因が考えられます。歯周病検診受診までの行動プロセス（認知、

理解、選択、意思決定）別にボトルネックとなり得る要因を整理し、要因に応じた対策を行うことが受診率向上には有効です。（図

表 II 2、3）



⚫ 浜松市では、受診率向上施策ハンドブックを参考に、令和元年度から地域住民に発出する歯周病検診の案内は

がきのデザインにナッジの要素を組み込みました。取り組みの経緯やプロセスをご紹介します。
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歯周病検診マニュアルの見直しについて⑤

視点：他の地域で参考になるような、検診等・歯科保健指導等の好事例と考えられる取組について記載

浜松市での受診率向上に向けた取り組み

自治体概要
1

 所在地：静岡県浜松市（政令指定都市）

 人口：約800,760人（令和２年10月現在）

 歯周病検診の実施状況

対象者：浜松市内に住所を有する30・35・40・45・50・55・60・65・70歳の住民
（※上記年齢以外にも30歳以上の希望住民は検診を受けられる。）

• 住民の検診受診のための費用負担：500円

取り組み開始の経緯2
• 例年、市の歯周病検診の受診率は4-5％程度であり、見方を変えると、１人の受診者を確保するために20通の検診案内

はがきを送付している状態であり、費用対効果の点からも、受診率向上が課題であった。

• その中、平成30年に検診案内用のはがきを刷新する方針となった。

＜資料２：P16,17＞

２ 市区町村の歯科保健担当者のための手順

（２） 受診対象者に向けた歯周病検診の案内

３）受診率向上に向けた市区町村での取り組み事例



⚫ 案内はがきのメッセージを思い切ってシンプルに変えたこと。

⚫ 大がかりな予算追加や職員を動員することなく、厚生労働省の「受診率向上施策ハンドブック」等の

既存の情報をうまく活用して、受診率向上への取り組みを行っている。
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歯周病検診マニュアルの見直しについて⑤

視点：他の地域で参考になるような、検診等・歯科保健指導等の好事例と考えられる取組について記載

取り組みのプロセス
３

• 案内はがきを効果的なものにするために、厚生労働省の「受診率向上施策ハンドブック」を参考に、担当者レベルではが
きを作成して課内で決裁を行った。担当者間での打ち合わせも数回程度であった（予算、労力ともに大がかりな内容で
はなかった）。

• 従来のはがきでは歯周病と全身疾患の関係等、多くの情報を盛り込んでいたが住民には十分届いていないと考え、
Webページ上に掲載した検診実施歯科医療機関の情報にアクセスしてもらうことに主眼を置いたメッセージに変更した。

予算４

• 取り組みのために特別追加の大きな予算はかかっていない(従来の事業予算内で実施した)。

効果５

• 受診率は平成30年度の4％程度から、令和2年度には5.56％に上昇した。

• 特に、若年層での受診率が上昇し、30歳の住民では3％台から6％台に受診率が向上した。

浜松市の取り組みのポイント

＜資料２：P16,17 ＞
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歯周病検診マニュアルの見直しについて⑥

視点：結果のばらつきを改善するために必要な検診等の準備やキャリブレーション、口腔内診査のポイント、

環境整備等について、より具体的な内容を記載 ＜資料２：P22＞

⚫ 歯周病検診の結果を適切に評価・分析するためには、可能な限り検診結果のばらつきを小さくし、精度を上げることが

必要です。

① 集団で実施する方式（集団検診）

⚫ 検診会場の照明が不十分、口腔内検査時の照度不足

⚫ 受診者が使用する椅子に背もたれやヘッドレストがない（頭部が固定されない）等

※ 歯・口腔の円滑な診査が妨げられる等、環境による制限が生じると、検診結果のばらつきに

つながると考えられます。

② 歯周病検診の際に用いる金属プローブ等の器材の選択

③ 判定基準の認識不足

ばらつきが発生しやすい背景・要因

２ 市区町村の歯科保健担当者のための手順

（３） 歯周病検診準備における留意事項：検診結果の精度向上のための準備



⚫ 準備品の工夫

• 受診者用のヘッドレストや背もたれ付きの椅子の準備

• ヘッドライト等（※メーカー等は問わないが十分な照度が確保できるもの）

• 拡大鏡等

⚫ 歯科専門職に向けた診断基準・診断方法のマニュアル作成と周知・徹底

• 検診を行う歯科専門職に、診断基準・診断方法のポイントをまとめて周知・徹底を行います。

• 受診者の頭部・背中を固定する

• ヘッドライト等を使用し、十分な明るさを確保する

• 拡大鏡等を使用し、歯・口腔がよく観察できるようにする

• 診断基準や診断方法を周知する
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歯周病検診マニュアルの見直しについて⑥

視点：結果のばらつきを改善するために必要な検診等の準備やキャリブレーション、口腔内診査のポイント、

環境整備等について、より具体的な内容を記載 ＜資料２：P23,24＞

ばらつきを改善するための効果的な対策 ①

ばらつきを改善するための効果的な対策②

②
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歯周病検診マニュアルの見直しについて⑥

視点：結果のばらつきを改善するために必要な検診等の準備やキャリブレーション、口腔内診査のポイント、

環境整備等について、より具体的な内容を記載 ＜資料２：P23,24＞

歯科専門職に向けた診断基準・診断方法のマニュアルの例
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歯周病検診マニュアルの見直しについて⑥

視点：結果のばらつきを改善するために必要な検診等の準備やキャリブレーション、口腔内診査のポイント、

環境整備等について、より具体的な内容を記載 ＜資料２：P24,25＞

⚫ 歯科健診車の活用

• 自治体や歯科医師会で歯科健診車を保有している場合、歯

科用ユニット等が整備された歯科健診車の活用も有効

ばらつきを改善するための効果的な対策③

【歯科健診車の一例】 【健診車内の様子】

※岐阜県歯科医師会より画像提供 （けんし８０２０）

※平時は障がい児者施設等への歯科保健医療に活用
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歯周病検診マニュアルの見直しについて⑦

視点：PHRもふまえた結果の電子化やデータ管理の重要性、また結果の分析による地域診断、歯科保健施策

への活用等について記載 ＜資料２：P35＞

２ 市区町村の歯科保健担当者のための手順

（７） 記録の整備等

1）検診記録の整備

⚫ 検診記録は受診者個人の歯・口腔の健康管理や事業の進行管理・評価を行うために、個人単位での検診結果の整理、性・年

齢（階級）別の集計をそれぞれ行う必要があります。

⚫ 令和４年６月から歯周疾患検診等の自治体検診の結果が、PHR（Personal Health Record）サービスによりマイナポータル

で閲覧可能となっており、受診者本人が自身の保健医療情報を把握し、適切かつ効果的に活用できる環境の整備等が求めら

れています。

（参考）

• 検診の記録・集計業務の負担軽減のために、ICTツール等を
利用することが有効です。タブレット端末等で歯科健康診査票
の入力を行うことで、記録された個々の受診者の情報が電子
化・集計され、さらに分析を行いやすいようにCSVファイル等の
形式に出力できるICTツールも製品化されつつあります（図表
II-7）。

• 問診項目等をデータ化し分析することによる、地域診断への
活用等、有用性が期待されています。
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歯周病検診マニュアルの見直しについて⑦

視点：PHRもふまえた結果の電子化やデータ管理の重要性、また結果の分析による地域診断、歯科保健施策

への活用等について記載 ＜資料２：P40,41＞

２ 市区町村の歯科保健担当者のための手順

（７） 記録の整備等

２）結果の分析と評価

③歯科保健の向上

⚫ 歯科保健の評価には様々な指標が用いられます。以下では、図表 II-4、図表 II-5歯科健康診査票（案）に基づき代表的

な指標を例示します。都道府県内の市区町村の検診結果や、可能な指標については既存の統計調査等を含めた分析を

行い、地域における課題を関係者と協議し、歯科口腔保健施策の立案に活用することが重要です。

ア. 歯・口腔に関する生活習慣等
 歯をみがく頻度別（１回／日、２回／日等）の割合
 歯間ブラシまたはフロスを毎日使用する（時々使う、使わない）者の割合

イ. 口腔機能に関する自覚症状等
 何でもかんで食べることができる者の割合
 半年前に比べて固いものが食べにくくなった者の割合
 お茶や汁物等でむせることがある者の割合
 ゆっくりよくかんで食事をする者の割合

ウ. 歯科健診に関する状況等
 歯科医院への受診状況別（半年以内、１年以内、行っていない）の割合
 歯科医院への受診目的別（治療、歯科健診、予防、その他）の割合

エ. 現在歯の状況
 一人平均現在（健全、未処置、処置）歯数
 現在歯数24歯以上（20～23歯、19歯以下）の者の割合
 健全歯数20歯以上（10～19歯、９歯以下）の者の割合
 未処置歯をもつ者の割合

オ. 喪失歯の状況等
 要補綴歯をもつ者の割合

カ. 歯周組織の状況（CPI）
 歯肉出血の個人コードが0（1）の者の割合
 歯周ポケットの個人コードが0（1、2）の者の割合

または1以上の者の割合

キ. 判定
 異常なし（要指導、要精密検査）の者の割合

（※下線部追記）
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歯周病検診マニュアルの見直しについて⑧

視点：検診等の具体的な実施方法や診断方法について、歯周病専門医以外の歯科医師も理解しやすいよう記

載を工夫 ＜資料２：P48,49＞

図表 II-13 歯周病検診の対象歯

３ 実際に歯周病検診を行う歯科専門職のためのの手順

（２） 口腔内検査



29

歯周病検診マニュアルの見直しについて⑨

視点：本人自身による口腔の健康の気づきや歯科医療機関への受診につながるような、また、歯科専門職以

外の者も実施可能な口腔内診査以外の方法について記載 ＜資料２：P61,＞

４ 民間企業や保険者等における歯科保健の推進

⚫ 従業員や被保険者の歯・口腔の健康管理には、従業員や被保険者の方が歯科医療機関を定期的に受診することが重要で

す。そのためには、自治体において実施される歯周病検診への受診勧奨や、健診を受けやすい環境を整えることも重要です。

⚫ また、歯周病検診以外で歯科医療機関の受診を促す方法や、健診実施におけるサポート等、民間企業や保険者が歯科保健

事業を実施する際に役立つ情報・事例を参考情報として紹介します。

１） 地域の歯科医師会との連携による歯周病検診等の委託
⚫ 地域の歯科医師会等の職能団体と連携を図り、歯周病検診や簡易唾液潜血検査、歯科口腔保健指導等を委
託することができます。

（１） 歯周病検診等の支援等

⚫ 職場等の指定の健診会場に歯科専門職が訪問して歯周病検診を実施する方式（集団健診）と、受診者が協力歯科

医療機関に出向き歯周病検診を受ける方式（個別健診）があります。

①歯科専門職による歯周病検診

※マニュアルには具体的手順を掲載



⚫ 一部地域の歯科医師会では、簡易唾液潜血検査による歯周病スクリーニングの実施を行っています。歯周病検診に

比べて、結果判定までの時間が1人あたり２～３分程度と短く、費用が安価であるため民間企業や保険者等で採用し

ている事例があります。

※う蝕や歯石の有無についての判定等はできません。
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歯周病検診マニュアルの見直しについて⑨

視点：本人自身による口腔の健康の気づきや歯科医療機関への受診につながるような、また、歯科専門職以

外の者も実施可能な口腔内診査以外の方法について記載 ＜資料２：P62＞

②簡易唾液潜血検査

※マニュアルには具体的手順を掲載

⚫ 歯科専門職による講演、歯科衛生士による個別の歯科口腔保健指導サービス等が提供されています。

⚫ 集団での健康教育セミナー

歯・口腔の健康管理や、効果的な歯みがき方法等について歯科専門職が講演を行います。

⚫ 個別の歯科口腔保健指導

歯科衛生士等が出張し、歯ブラシや歯間清掃用具を用いたブラッシングの個別指導等を行います。

③歯科専門職による健康教育セミナー・歯科口腔保健指導



⚫ 歯科専門職によるセミナー、個別の保健指導サービス等が提供されています。

⚫ 集団での健康教育セミナー別の歯科口腔保健指導
歯・口腔の健康管理や、効果的な歯みがき方法等の衛生指導について歯科専門職が講演を行います。

⚫ 個別の歯科口腔保健指導
歯科衛生士等が出張し、口腔内カメラや専用の機器（位相差顕微鏡等）を用いた口腔衛生の啓発、カラーテスター
（歯垢染色）によるみがき残しチェック、歯ブラシや歯間清掃用具を用いたブラッシングの個別の歯科口腔保健指導
等を行います。

⚫ 出張訪問型の歯周病検診・歯科健康診査
• 職場等の指定の場所に歯科医師、歯科衛生士等の歯科専門職が訪問して歯周病検診や歯科健康診査を実施す
るサービスです。
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歯周病検診マニュアルの見直しについて⑨

視点：本人自身による口腔の健康の気づきや歯科医療機関への受診につながるような、また、歯科専門職以

外の者も実施可能な口腔内診査以外の方法について記載 ＜資料２：P63.64＞

４ 民間企業や保険者等における歯科保健の推進

（2） 歯周病検診等の支援等

2） 民間サービスの利用
⚫ 歯周病検診や歯科健康診査等の実施を支援する民間サービスがあります。歯科専門職の手配や、必要物品や
会場準備等が困難な場合にはこのようなサービスを利用することも考えられます。

①歯科専門職による歯周病検診・歯科健康診査

② 歯科専門職による健康教育セミナー・歯科口腔保健指導

※マニュアルには具体的手順を掲載
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歯周病検診マニュアルの見直しについて（その他）

視点：歯科健康診査票の見直しに係る趣旨や考え方等を説明 ＜資料２：P29,30＞

図表 II-4 歯科健康診査票（案）（受診者記入欄）

受診者記入欄における問診項目の変更点

⚫ 受診者記入欄における問診項目については、効果的な歯科保健指導
につながるよう、歯や口の自覚症状や歯科健診・治療等の状況に加え
て、 生活習慣や全身疾患の状況が詳細に把握できるよう内容を充実
しています。

⚫ 具体的には、歯や口の自覚症状に関する項目について、従来の歯周病
検診票では自由記載となっていましたが、口腔内の状況を問診で把握
し、その後の口腔内検査を効率よく行うために自覚症状に関する質問
項目を追加しています。

⚫ 次に、生活習慣等に関する項目について、従来の歯周病検診票では、
歯みがきの回数、補助清掃用具、喫煙の状況に限定されていましたが、
歯科保健指導を効果的に実施するために歯みがきの時期や食事の状
況に関する質問項目を追加しています。

⚫ 次に、歯科健診や治療等の状況に関する項目について、従来の歯周
病検診票では、歯科検診の受診状況に関する１問のみでしたが、定期
的な受診勧奨につなげるために、歯科健診や治療の関心度や行動要
因に関する質問項目を追加しています。

⚫ 最後に、全身疾患に関する項目について、口腔と全身の関係について
受診者が理解を深め、また、必要に応じて医科医療機関との連携を図
るために、歯科疾患との関連性が指摘されている脳血管疾患や呼吸
器疾患を追加しています。 問診項目の変更点や意義を追加
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歯周病検診マニュアルの見直しについて（その他）

視点：歯科健康診査票の見直しに係る趣旨や考え方等を説明 ＜資料２：P31,32＞

図表 II-5 歯科健康診査票（案）（診査者記入欄）

 歯周病検診マニュアル 2023 歯周病検診マニュアル 2015 

（参考） 

未処置歯 未処置歯は「歯冠部のう蝕(C)」

と「根面部のう蝕(R)」に区別して

記載 

※高齢期で、自分の歯をより多く有す

る者の増加に伴い、根面う蝕への対応

の重要性が指摘されていることから検

診項目に追加 

「未処置歯(C)」として記載 

補綴状況 「喪失歯」は「要補綴歯(△)」と

「義歯、ポンティック、インプラント

(△)」を区別し、喪失歯に占める

「要補綴歯」を記載 

「要補綴歯(△)」と「欠損補綴歯

(△)」に区別して記載 

 

 

補綴物の種類について歯式上の

記載を廃止 

補綴物の種類について歯式上に

記載 

口腔粘膜 色調と形状に分けて「所見あり」

又は「所見なし」を記載 

口腔粘膜について「所見あり」又

は「所見なし」を記載 

判定区分 「歯石の付着あり」の判定区分は

「要指導」から「要精密検査」に

変更 

「歯石の付着あり」の判定区分は

「要指導」に判定 

「要精密検査」の内容について、

「f 糖尿病の治療を行っている

(又は糖尿病の指摘を受けたこと

がある等）」及び「g 習慣的に喫

煙している」を追加 

糖尿病や喫煙に関する内容の記

載なし 

 

診査者記入欄における口腔内検査の変更点


